
105

障害者の社会教育・生涯学習施策の現状と課題

都道府県・政令市障害者計画の分析を通して

國本　真吾

The　Present　Situation　and　Problems　fbr　People　with　Disabilities　of

　　　　　Social　Education　and　Life－Long　Leaming　Policies

－From　the　Analysis　of”Action　Plan　fbr　People　with　Disabilities！l

　　　　　in　Prefectures　and　Ordinance－Designated　C垣es一

KUNIMOTO Shingo＊

1．問題の所在

　「障害者計画」とは，障害者基本法第7条の2に基づき作成

される障害者のための施策に関する基本的な計画」である。

政府には「障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する

施策の総合的かつ計画的な推進」を図る観点から，「障害者基

本計画」の策定を義務づけている（第1項）。都道府県におい

ては，政府の「障害者基本計画を基本」とし，「都道府県障害

者計画」の策定に務めるよう求めている（第2項）。この政府

の障害者基本計画と都道府県障害者計画を基本とし，市町村に

は，地方自治法第2条第4項の基本構想に即した，「市町村障

害者計画の策定に務めるよう規定している（第3項）。

　「国連・障害者の十年」（1983～1992年）の行動計画として，

国連総会（1982年）で「障害者に関する世界行動計画」（1983

～1992年）が策定された。わが国ではこれに合わせて，「障害

者対策に関する長期計画」（1983～1992年）を策定している。

国連・障害者の十年に続く形で「アジア・太平洋障害者の十南

（1993～2002年）がスタートし，先の計画を引き継ぐ形で「障

害者対策に関する新長期計画」（1993～2002年）が策定された。

障害者基本法に基づき作成される国の「障害者基本計画」（通

称「障害者プラン」）は，国の新長期計画の実施計画として位

置ついてきた。その中では，各分野にわたる障害者施策の体系

化や整備目標が設定され，計画年度内の目標値達成が課題となっ

ている。言い換えれば，国や地方自治体が作成する障害者計画

を見ることで，国やその地方自治体における障害者施策の概要

がある程度把握できるということである。

　そこで本研究の課題は，各地方自治体で策定されている「障

害者計画」の現状と，計画中の教育施策分野における「社会教

育」関連事項の位置づけを明らかにすることである。筆者は既

に，鳥取県市町村における調査を発表しているD。そこで以下

では，都道府県（1都1道2府43県）・政令指定都市（12市，

以下敏令繭）の調査ついて報告する。

2．調査概要

（D　目　　的

　本調査の目的は，都道府県・政令市における障害者に対する

社会教育・生涯学習施策の現状を，各自治体で策定される「障

害者計画」（障害者基本法第7条の2第2項及び第3項に該当

するもの）の検証を通して明らかにすることである。国の新長

期計画・障害者プランの期限切れを2002年度に控えた段階，つ

まり2GO1年度時点での状況を把握することがねらいである。

　調査の意義については，2002年度中に発表される（2002年12

月）新たな「障害者基本計画」を受けて，各自治体で計画の改

定作業が実施された際，障害者の「生涯学習椥にかかわる事

項の記載が後退化をしないかという，問題意識に基づくもので

ある。

（2）　対　　象

　全国47都道府県（1都1道2府43県）及び12政令市で策定さ

れた，障害者計画（冊子として公表されているもの）を対象と

した。なお，障害者計画は「基本計画］と「実施計画」を別々

に策定している場合や，両者を一体としているものなど自治体

によって様々である。今回は，毎年内閣府政策統括官（総合企

画調整担当）付障害者施策担当より公表される，「障害者施策

に関する計画の策定等の状況について（市区町村障害者計画等

の策定状況）」で掲載されている，都道府県・政令市の「基本

計画」をその対象とした2）。また，政令市は障害者基本法第7

条の2第3項「市町村障害者計画」に基づき計画策定を行なう

が，都道府県との比較の意味で，今回の対象とした。

（3）　調査期間

　調査期間は，2001年8月1日から同年12月31日までである。
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（4）　方　　法

　各都道府県・政令市の障害者計画（冊子として公表されてい

るもの）の策定状況・基本内容，及び障害者計画の教育関係施

策分野における社会教育・生涯学習等関連事項の標題及び施策

の内容については，既に平田勝政氏ら（20G1）が実施した先行

研究における指標を参考にした3）。

　調査にあたっては，都道府県・政令布の障害者計画策定担当

部局に対して，冊子の形態で刊行されている計画の提供を依頼
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した。依頼に対する返答がない自治体に関しては，インターネッ

トを使用して，当該自治体の障害者計画全文を入手することと

した。

3．結果及び考察

　今回入手できた都道府県・政令市の障害者計画は，以下の通

りである（表1参照）。

　・計画冊子の入手…46自治体（1道2府31県12市）4）

　・インターネットによる入手5）…8自治体（8県）

　この計54自治体（全体の91。5％）の障害者計画（基本計画）

を，結果集計並びに考察の対象とした。以下，結果について

“％”で表記する場合は，この54自治体を母体数とした割合を

示す。

（1）障害者計画の位置づけ並びにネーミング

　都道府県・政令市の障害者計画の策定状況は，表1の通りで

ある。表は，今回の調査で入手できた自治体のみを掲載した。

　特徴としては，近年になって計画を改訂した自治体では，障

害者計画を自治体総合計画や保健福祉計画の一部として位置づ

ける傾向にある（薪潟県・愛知県・横浜市・福岡市など）。後

述するが，この場合，社会教育・生涯学習に関する記述が削除

される可能性が考えられる。言い換えれば，障害者施策の総合

計画としての障害者計画が，福祉色に塗り替えられていること

のあらわれである。特に，政令市ではそのような傾向にあると

いえる。

　計画名を見ると，各自治体によって様々であることが分かる。

「チャレンジ・プラン」（秋田県），「自立・共生プラン」（福島

県），「ふれあい」（埼玉県・大阪府），「ともに生きる」（石川県・

大分県），「さわやか」（長野県），「ひとりだち」（京都府），「ぬ

くもりのある」（徳島県・香川県）など，計画名に織り込まれ

ている言葉は，　“わかりやすさ”を表しているだけでなく，そ

のi汁画への親しみやすさをも表しているといえるだろう。住民

が覚えやすい計画名づくりの工夫が，垣間見られる。

〈2）　障害者計画の基本内容

　基本内容に関しては，信十画期間」「理念］「数値目標」ジ対象

の記述」「計画見直し」「事前調査」「用語解説」の7つの点か

ら検証した（表2を参照）。

・「計画期間」

　特徴としては，国の「障害者対策に関する新長期計画」（1993

～2GO2年度）に合わせて計画年度を設定しているところが多い。

特に，国の新長期計画が策定された1993年3月以降に策定して

いる自治体であっても，国の計画に合わせる形で遡って年度設

定を行っている場合がある（茨城県・埼玉県・鳥取県・香川県・

大阪市など）。

　計画終了年度については，国の新長期計画・障害者プランが

終了する20G2年度に設定されている自治体が，17自治体（31．5

％）である。これまでの計画年度途中に，計画見直しを実施し

たところ等では，2010年度を予定しているところが多い。

　都道府県と政令市の比較では，例えば神奈川県と横浜市及び

川崎市の様に，同一県内でも期間の違いが確認できる。この場

合，神奈川県の終了年度が2003年度であるに対し，横浜市及び

川崎市は201G年度としている点が特徴的である。

・理念」

　障害者計画における「理念」をどのように位置づけているか

という部分を，「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」

⊆バリアフリー」の3つの用語の使用から見た。これは，計画

冒頭部分の基本理念に関する記述事項で，3つの言葉がどの

ように理念のテーマとして位置ついているかを，その基準とし

た。「ノーマライゼーション］を位置づけているのは，46自治

体（85．2％）であった。

　「リハビリテーション」「バリアフリー」に関しては，「ノー

マライゼーション」と共に位置づけられる傾向が多かった。特

に，「リハビリテーション］を理念に掲げる29自治体中，28自

治体が「ノーマライゼーション」と一緒に掲げられている。国

の障害者プランで示された「ノーマライゼーション」と「リハ

ビリテーション」の理念が，ここでは忠実に反映されていると

いえる。

　「バリアフリー」に関しては，5自治体（9．3％）と少なかっ

た。「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」を理念と

せず，「バリアフリー」のみを掲げているものが，そのうち2

自治体である。これらのことから，各自治体によって理念とし

て掲げる言葉の差が明らかになった。補足しておくが，早くか

ら障害者計画を策定した自治体であっても，「バリアフリーづ

という言葉を用いず，同様な意味をもつ表現を使っている場合

もある。また，「ノーマライゼーション］「リハビリテーション」

「バリアフリー」の語を理念としていなくても，国際障害者年

のスローガンである院全参加と平等」を理念として位置づけ

ている自治体もあることを付け加えておく。

　都道府県と政令市間の比較では大きな差は見られないが，同

～都道府県内においても，政令市との理念の違いというものは

確認できる。

・「数値目標」

　数値目標は，国の計画では障害者プランで示されているため，

今回対象とした地方自治体基本計画では，実施計画と一体になっ

ているところで記述されている場合が多い。また，表記の方法

も「数値目鶴としている場合や，施策事業説明の中で述べて

いる場合とあった（表2で「△」としているところは，後者に

当たる）。都道府県に比べ，政令市が設定している率が高かっ

た。

・「対象の記述」

　障害者計画の対象となるのは，障害者基本法第2条で定義さ

れる「身体障害，知的障害，精神障害があるため，長期にわた

り日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける」人をさす。こ

の場合，国会附帯決議で決定した，「てんかん及び自閉症を有

する人並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する人

であって，長期にわたり生活上の支障がある人」が含まれるこ

とが求められる。計画申で，対象となる障害者の定義を行って

いるところは，14自治体（25．9％：定義ではないが対象がはっ

きり明記されているところを含める）であった。その多くが，

対象の範囲に難病・てんかん・自閉症を位置づけている。全体

を見ても，身体障害・知的障害・精神障害の3種が多く，まれ

に「難病等」とするところがある程度で，必ずしも対象となる

障害者の範囲が，計画上は広く位置づけられているといえない。

都道府県・政令市ともに，同様な傾向にあるだろう。
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表2　「障害者計画」基本内容一覧（2002年、國本調査・作成）

理念 対象の記述
黍・

事前調査
詰解説

自治体名 計画期間
ノーマ リハビ パ1戊ア

直目標

定義 身体 知的 精神 難病 てんかん 自閉
貝云

ｦ該会
ξ画

ｩ直し
北海道 1993～2002年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

戸森県 更993～2⑪02年度 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 098．3

岩手県 2000～20］0年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Oo5年度 バブリックコメン｝ ○

宮城県 ］998～2005年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

秋田県 ］993～2002年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山形県 1993～2GO2年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 098年度
福τ、県 1994～2003年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 096年度 ○身 ○

茨堀穴 1993～2002年度 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

栃木県 ］998～20G2年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○身・知・精・児 ○

群馬県 2001～2005年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○身・知い精 ○

埼玉県 1993～2002年度 ○ △ ○ ○ ○ △ ○

千葉県 1995～2004年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○身・知i

神奈川県 1994～2003年度 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新潟県 200ト2005年度 ○ ○ ○ ○ ○ △ 003．3 ○

石川県 199ト2005年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○身・知i・精

山梨1バ 1994～2003年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県 1997～2001年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1995～200・茎年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○身・知i・狗
，」」凋県 1993～2002年度

（：） ○ △ ○ ○ ○ 096年度
愛知輿 2001～20］0年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三重県 1993～2002年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2001～2010年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○

京川f 1995～2004年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 099年度 ○身・知 ○

大阪府 1993～2002年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

和歌山県 1994～2003年度 ○ ○ ○ ○ ○

烏取県 1993～2002年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○

、ξ覗県 1992～200］年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1999～2010年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Oo2年度
広島県 1994～2003年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

辻田県 ］994～2002年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

徳島県 ］995～2002年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香川県 ］993～2002年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○身・知
愛緩［w ］995～2004年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 1993～2002年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 098．3

福岡県 1994～2003年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ n
佐頁県 1994～2003年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○身・知・桓

長崎県 1995～200き年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

能本県 1993～2000年度 ○ ○ ○ ○ ○

大分県 1994～2GG3年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 2001～2G10年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿児島県 1995～2004年度 ○ ○ ○ ○ ○身 ○

沖縄県 1994～2GG3年度 ○ ○

札幌市 1995～2GG5年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

イ1胎市 1998～2002年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

千葉市 200ト2005年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横浜市 199・1～2010年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

剛奇市 1997～2010年度 ○ ○ ○ P ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

名古屋市 1994～2003年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

京都市 ］992～2001年度 ○ ○ ○

大阪市 ］993～2002年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神戸市 ］99？～200］年度 ○ ∩ ○ ○ ○ ○

広島市 ］99？～2006年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市 ］996～2005年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○身・知・精 ○

福岡市 20GO～2010年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○身・知 ○

す。

高Q）理念の「ノーマ」はノーマライゼーション，ジリハビ］はリハビリテーション，「バリア」はバリアフリーの略の意味である。

高R）事前調査の「身」は身体障害，f知」は知的障害，「精」は精神障害，「児」は障害児童を対家とした調査の意である。

注］）表中の○印は，計画で定義されていることを示す。△印は計画では明確に定義されていないが，表記方法の違い又は本文で述べているものを示

・「計画見直し」

国の新長期計画・障害者プランの計画年度切れを2002年度に

控えた段階での，各自治体の計画見直しに関する記述を押さえ

ておく必要がある。対象とした自治体中，41自治体（75．9％）

で計画見直しに関する記述を設けている。しかし，具体的な計

画見直しの時期・年度を提示しているものは少なく，ほとんど

の自治体では，国の動向や社会情勢の変化に応じて必要となっ

た場合に見直しを実施するようにしている（特に政令市では，

年度の提示がなかった）。「保健福祉圏域」の設置や2GO3年度か

らスタートする支援費制度といった障害者福祉制度の転換を控

え，既に計画の見直しを実施した自治体もあるが，ほとんどの

自治体が国の計画の見直しを受けての改訂が予測される。

・「事前調査」

計画策定に際し，実態把握のための事前調査の結果が実施さ

れ，かつ計画冊子の資料として掲載されているかということに

ついて見た。各自治体でバラつきはあるが，調査対象としてい

る障害種別は身体障害・知的障害・精神障害が主であった。岩

手県のように，パブリックコメントを実施しているケースは珍

しいといえる。計画には掲載されていないが，各自治体では実

態調査の他に，障害に関する住民アンケートを実施している場

合もあり，何らかの調査が計画策定の際には反映されていると

いえる。
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・「用語解説」

　冊子になっている計画に用語解説を盛り込んでいる自治体は，

22自治体（4⑪．7％）であった。形態は計画の資料として巻末に

掲載している場合や，計画本文中の脚注として掲載している場

合とに分かれる。「用語解説］の意義は，計画そのものを多く

の人が想定されているかどうかの目安になる。障害者だけでな

く，他の住民が読むことも意識されている場合，用語解説は必

要になるだろう。不特定多数の入の目に触れるためには，専門

用語や聞きなれない言葉の説明が用意されなくてはならない。

（3）社会教育等の標題

　都道府県及び政令市の障害者計画の教育分野施策において，

学校教育外の教育・学習活動，つまり社会教育ないし生涯学習

に関する施策がどのように記載されているかを確認した。

　第一に，計画体系において該当する施策名がどのように表記

されているかということで，見出し名の表記に注日した。各自

治体の結果は，表3にまとめた通りである。見出し名が、「社

会教育」としている自治体は12自治体（22．2％），「生涯学習」

としているのが廻自治体（25．9％），「社会教育・生涯学習」が

2自治体（3．7％），「学校外教育・学板教育終了後の教育」が

3自治体（5．6％），施策体系の違いから分類上「その他」にあ

たるのが9自治体（16．7％），該当事項が全くないのが「なし」

で至領治体（25．9％）という結果だった（図1参照）。

　「社会教育」と性涯学習」の位置づけの聞に，大きな数値

上の差はない。また，「社会教育」「生涯学習」そしてξ社会教

育・生涯学習」という3点の総数で見れば，全体の半数である

51％を占めることになる。国の「障害者対策に関する新長期計

画」（至993年）の徽育・育成」分野では，社会教育に関係す

る事項の位置づけは「学校教育終了後及び学校外における学習

機会の充実」とされていた。ここでは，「社会教育」「生涯学習」

という2っの用語は使用されていないのだが6），都道府県・政

令市の障害者計画では「社会教育」「生涯学習」という位置づ

けを行っている割合が高い。しかも，国の新長期計画と同じよ

うに「学校教育終了後及び学校外における学習機会の充実」と

いう位置づけを行っているのは，わずか6％という害姶であっ

た。

図1　「障害者計画」中の社会教育等の位置づけ

　一方，施策体系の違い（例えば，北海道ではライフステージ

に応じた施策体系）から「その他とするところは別として，

位置づけや関連事項が「なし」という自治体自体も少なくない。

計画策定当初からその位置づけがないところもあったが，障害

者計画が「保健福祉計画」や地方自治体総合計画の一部として

改訂されたところは，「なし」の傾向にある。つまり，障害者

計画から社会教育や生涯学習の施策事項が外されるようになっ

ているのである。この理由としては，障害者計画の障害者施策

の総合計画という色合いが，福祉や労働・保健または医療といっ

表3　「障害者計画」（教育関係施策）における社会教育
等の位置づけ（2002年、國本調査・作成）

自治体名 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

北海道 ○
青森県 ○

岩手県 ○
宮城県 ○
秋田県 ○
山形県 ○

福島県 ○
茨城県 ○
栃木県 ○
群馬県 ○
埼玉県 ○

千葉県 ○

神奈川県 ○
新潟県 ○

石州県 ○
山梨県 ○

長野県 ○

岐阜県 ○

静岡県 ○
愛知県 ○

三重県 ○
滋賀県 ○
京都府 ○

大阪府 ○

和歌山県 ○

鳥取県 ○
島根県 ○
周山県 ○
広島県 ○
山日県 ○

徳島県 ○

香川県 ○
愛媛県 ○
高知県 ○
福岡県 ○

佐賀県 ○

長崎県 ○

熊本県 ○
大分県 ○

宮崎県 ○

鹿児島県 ○

沖縄県 ○

札幌市 ○

仙台市 ○

千葉市 ○
横浜市 ○

川崎市 ○

名古屋市 ○
京都市 ○

大阪市 ○
神戸市 ○
広島市 ○

北九州市 ○
福岡市 ○

注）表中の番号は以下のものを指す。
@社会教育
A生涯学習
B社会教育・生涯学習
C学校外教育・学校教育終了後の教育
Dその他（施策体系の違い等）
Eなし
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た色を前面に出してきていることが挙げられる。教育施策は学

校教育における障害児教育に限定され，障害者計画そのものか

ら教育施策の位置づけが弱まっているとも考えられる。このこ

とから，計画改訂時に社会教育や生涯学習の施策が外されない

よう，注意して見ておく必要がある。

そして学習内容の整備が行われていることが窺えない点である。

機会条件の整備が進んでも，個々の学習ニーズを無視していて

は形式的保障すら形骸化になりかねない。本節の結果から明ら

かになったのは，各自治体の障害者の社会教育や生涯学習の

膨式的」施策計画の実態だったといえるだろう。

（4）　社会教育等の施策内容

　次に，社会教育等の施策内容について見た。その結果は，表

4・図2に挙げている通りである。各自治体の具体的な施策を

整理すると，「基盤整備」「学習・活動内容3「人材」湘．織」と

いう分類が出来る。障害者計画に記載されている社会教育や生

涯学習に関する具体的な施策としては，学習のための環境づく

りにあたる基盤整備事項が最も多かった。次いで学習や活動の

内容に関するもの，そしてマンパワーにかかる人材育成面，ネッ

トワークづくりにあたる組織のこととなっている。基盤整備面

で最も多かった内容は，「学習機会の提供・整備・拡充」（26自

治体，48．1％）に関することで，その次に「文化・レクリエー一

ション・社会教育施設等の整備」（24自治体，44．4％）となっ

ている。学習・活動内容面では，「交流機会の拡充」（10自治体，

18．5％）が最も多く，「青年学級の開設」（8自治体，14．8％）・

「社会学級・生活指導教室・レクリエーション教室の開催」（7

自治体，12．9％）がそれに続いている。マンパワーの人材面で

は，「ボランティア活動の促進・養成」（11自治体，20．4％）が

多かった。組織面で挙がった2施策に，差はなかった。

図2　r障害者計画」における社会教育等の施策内容

　以上の結果から，障害者計画における施策内容について次の

ことがいえるだろう。障害者に対する社会教育や生涯学習の保

障としては，まず学習機会の提供とそれにかかる施設整備に重

点が置かれる。学習内容に関する部分も，交流活動が最初に来

ていることから分かるように，学習や活動として何が必要なの

かという学習者のニーズ性に立脚していない。つまり，障害者

の社会教育や生涯学習といった場合，地域住民や健常者との交

流活動を重要視するあまり，学習権保障の観点を見落とすこと

になっているのである。青年学級や社会学級等の開設や充実は

学級が既存する自治体の施策であり，学級の未発展な自治体で

は新設自体が挙げられていない。このことは，生涯学習権の実

質的保障にかかる問題として検討する余地があるだろう。マン

パワーに関しても，学習や活動を支える人材を活動の促進に力

点に置く傾向にあるが，社会教育専門職員（社会教育主事，社

会教育施設職員等）の研修や専門性の向上が本来求められるべ

きである。安易にボランティア活動を推進することは，公的責

任の後退化を招く可能性があることを含んでいるのである。

　以上，障害者計画の施策内容の検討から明らかになるのは，

学習権保障の観点から社会教育や生涯学習の機会・条件整備，

おわりに

　2002年12月，国は2003年度から2012年度を期間とした，新た

な障害者基本計画を発表した7）。そのなかで，髄域における

学校卒業後の学習機会の充実のため，教育・療育機関は，関係

機関と連携して生涯学習を支援する機関としての役割を果たす」

という記述がなされた。これは，教育・療育機関が他の関係機

関と連携して，障害者の生涯学習を支援して行くことを表して

いるものである。「新障害者プラン」である憧点施策実施5

か年計画」の方では，生涯学習に関する記述もなく，基本計画

とあわせて国の責任が暖昧にされたところがある8）。

　2002年9月24日に発表された，「障害者施策に関する計画の

策定等の状況について（市区町村障害者計画等の策定状況）」

を見ると，計画の見直し実施を予定している都道府県が25自治

体，政令市が6自治体となっている。その多くは，2003年3月

または2004年3月という時期を明確にしているが，今後多くの

自治体で計画見直しの動きが出てくると思われる。

　計画見直し作業において，政令市のような福祉色を前面に出

した障害者計画が策定された場合，「教育・育成」施策分野の

内容は就学児を対象としたものに限定化しかねないだろう。障

害者の学校教育修了後の教育・学習の問題は，国際的な成人教

育の保障や学習権保障に加え，人間の生涯発達の側面からも重

要である。そのような認識に立って，障害者計画の見直し作業

が進むのかが注目される。
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　科に提出した，修士論文（「『障害者計画』づくりを通した障

　害者の社会参加の在り方一『主体形成の社会教育』論の視点

　から一」）の一部に，加筆・修正を行ったものである。

《注》

1）拙稿（20⑪2）晦換期における市町村障害者計画の現状と

　課題一社会教育・生涯学習施策の検討を中心に一」『鳥取短

　期大学研究紀要』第46号。

2）内閣府政策統括官（総合企画調整担当）付障害者施策担当

　（200D「障害者施策に関する計画の策定等の状況について

　（市区町村障害者計画等の策定状況）」20⑪1年8月31日発表。

　調査時点では，総理府障害者施策推進本部担当室（2000）

　「障害者施策に関する計画の策定等の状況について（市町村

　障害者計画等の策定状況）」2000年8月29日発表，を参考と

　した。

3）平田勝政・早田美紗・梶原藍子（20⑪D帳崎県における

障害者プランの現状と課題一教育分野の検討を中心に一」

　『長崎大学教育学部紀要　教育科学』第田号，pp．17．31。

4）なお，神戸市の障害者計画基本計画は，調査時点の旧総理

府データ（2000；前掲2）では「神戸市障害者保健福祉計画」

　になっていた。しかし，2001年の内閣府データ（2GO1；前掲
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　2）では「“こうべ”の市民福祉総合計画」が基本計画にな

　り，障害者計画は実施計画にされている。本調査では，現在

実施計画になっている「神戸市障害者保健福祉計画を対象

　とした。

5）インターネットによる障害者計画の入手は，財団法入日本

障害者リハビリテーション協会提供の「障害保健福祉研究情

報システム」（httPl〃www．　din£ne．　jp）に依った。

6）国の「障害者対策に関する新長期計画」（1993年）で，「社

会教育」「生涯学習」という用語は，「啓発広報」分野の「ボ

　ランティア活動の推進」事項で使用されている。つまり国の

施策においては，地域住民の福祉ボランティア活動の場とし

て，「社会教育」や「生涯学習」という概念が用意されるだ

　けの発想にとどまっていたといえる。

7）国（2002）「障害者基本計画」2002年12月24日閣議決定。

8）障害者施策推進本部（2⑪G2）「障害者基本計画重点施策5

か年計画」2002年12月24日同本部決定。

9）内閣府政策統括官（総合企画調整担当）付障害者施策担当

　（20⑪2）「障害者施策に関する計画の策定等の状況について

　（市区町村障害者計画等の策定状況）」2002年9月24日発表。

内容は，2GO2年3月31日時点での，各自治体の回答を基にし

ている。
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